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治療委員会報告

学研肺結核病型分類な らびに病状経過等の判定基準の改訂について

日本結核病学会治療委員会

は じ め に

結核病学会治療委員会は,最 近急速に進歩した結核化学療法の成果をふまえて学研肺結核病型分類な

らびに病状経過等の判定基準(以 下 「学研」とい う)の 改訂を求める会員の声に答えて,1年 余にわた

り数回の会合を重ね,以 下のごとく 「学研」を改訂 した。

なお,本 改訂は学研の後身である日結研の了解を得たものである。

1.　 原 則

まず,改 訂の基本方針が論ぜ られたが,「 学研」はわが国の結核研究者の間に深 く定着し,長 年にわ

た り用い続けられ,結 核化学療法研究の進歩に顕著な貢献を したものであるから,み だ りに手直しすべ

きでないとい う意見 と,最 近の強力な抗結核剤の登場に より結核症がほぼ純粋に感染症として 取扱い う

るようにな り,そ の結果,X線 所見の比重が著 しく軽 くな り,結 核菌(特 に培養所見)の 消長を臨床判

断の目安として用 うれば事足 りるとい う主張 との両極の間の妥協点を見出すのは容易ではなかつた。

しかしながら数次の討論の結果,一 応次のごとき合意に達 した。

1)　今日の学問の段階では,結 核化学療法の評価は菌所見の経過を追 うことを原則 とすべきである。

2)　 しかし,菌 の出ない患者もいることだし,個 々の症例の診療にさいしてはX線 的観察が有力なよ

りどころとなるし,ま た臨床試験における層別化のためにもX線 分類を無視することはできないから,

「学研」その記のを抹殺することは正 しくない。

そ こで,菌 所見に圧倒的な比重を置きながらも 「学研」を必要に応 じて活用す ることとなつた。 この

際 「学研」に思い切つた手直 しを加えるべきだとい う意見もあつたが,す でに広 く普及 し,日 常的に利

用されているものであ り,か つ一定の理念に貫かれたものであるから,基 本的な骨組にみだ りに手を加

えるべ きではない とい う見解が支持され,重 大な矛盾,不 合理について最小限の改訂に止めることにな

つた。

2.　 改 訂 の 内 容

A.　 学 研 肺 結 核 病 型 分類

空 洞 の大 きさ と結 核 腫 の大 き さ の基 準 を 一 致 させ る。 す な わ ち,空 洞,結 核 腫 と もそ の 大 き さを,

1:小 。 径2.0cm未 満

2;中 。1と3の 中 間

3;大 。 径4.0cm以 上

とす る。

B.　学研肺結核病状経過判定基準

I.　肺結核各病状経過判定基準

喀痰中結核菌

原興として培養を用い,塗 抹は参考に止める。
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胸部X線 像

C基 本病変

3を3a,3bに 分ける。

3a不 変(透 亮化のない場合)

3b透 亮化(陰 影の拡大を伴わない場合)

4増 悪

4c透 亮化(陰 影の拡大を伴 う場合)

〔申し合わせ〕(1)に 次の文を加える。

なお,増 悪は治療前のX線 所見に対する判定であるが,必 要に応じ直前のX線 所見と比較 し

ての変化を注記する。例えば,治 療前のX線 所見に対しては中等度の改善を示 しているが,直

前の所見に比べて一部陰影の増大あるいは新陰影の出現を認めたような場合は,そ れぞれ2a

(4a)あ るいは2a(4b)な どとする。

II.　肺結核全X線 所見経過判定基準 削除

III.　肺結核総合経過判定基準 削除

C.学 研治療目的達成度基準 当面棚上げ

現行の目的達成度基準は化学療法から外科療法への移行時期を誤 らないための目安 として定められた

ものであるが,今 日では大部分の肺結核患者は化学療法のみに終始するか ら,目 的達成度基準は化学療

法中止の時期を定めるためのよりどころとなるものでなくてはならない。 ところが,初 回治療,再 治療,

化学療法剤の種類等により,病 変の安定度は同じでないし,最 近の強力短期の化学療法についてはいま

だ試験期間中に属 し,十 分な遠隔成績が出揃つていないか ら,合 理的な新しい 目的達成度基準を作成し

得 る段階ではない。

旧 「学研」の目的達成度基準をそのまま使用 し続けることは化学療法を不当に長期化する等の不合理

を生ずる恐れがあるか ら,こ れを削除することとするが,上 述の理由によつて新しい基準を示すことが

さし当つては困難なので,臨 床家は個々の患者について重症度,治 療歴,使 用薬剤の種類等を勘案して

慎重に中止時期を決定することを期待する。 強力化学療法による短期療法は世界の趨勢 となつているが,

必要に して十分な化学療法期間を定めることは,今 のところ困難なのである。

3.　 関 連 した 論 議

「学研」改訂案審議中に関連した諸問題について活発な討論が行なわれたが,そ れ らのうち比較的重

要な事項を参考のためにかかげる。

(1)　学研分類は学研分類として,別 に日常臨床に用いる簡単なX線 分類が定められることが望ましい

とい う意見があつた。アメリカ自身では廃止になつたが便利であるからNTA分 類を併用すべきである

とか,学 会分類をやや詳しく(例 えば空洞の質を加えて)用 いるべきであるとい う意見 もあつた。 後者

に関しては学会分類は元来疫学的目的で作 られたものであるから臨床的には用いがたいとい う意見が有

力であつたが,結 核予防法の申請には広 く用いられていて,こ のことが化学療法打切 りの妨げとなつて

いるとの主張 もあつた。

(2)　菌の増加,不 変,減 少をまとめて菌持続 とせ よとの意見,"空 洞縮小傾向"と い う項を設けよとい

う意見 もあつた。

(3)　改善 とか増悪 とかい う価値判断的な表現をやめて減少 とか増大とかい うような 客観的表現に統一

すべきであるとい う意見も少なくなかつた。

(4)　臨床症状については不要であるとい う意見もあつたが,症 状の変化を記載す る必要があるときが

あり,そ の場合のよりどころとして残 した方がいいとい う意見もあつた。

(5)　目的達成度については無用説だけでなく有害説があつた。

(6)　透亮化については,不 変ではな く,改 善にすべきだとい う意見もあつた。 また,透 亮化によつて
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新生した空洞の経過を追及することが必要なので,基 本病変の項でなく空洞の次に入れるべきであると

い う強い主張もあつた。

(本改訂は昭和52年12月17日 の理事会において承認された)

治療委員会委員長　 砂 原 茂 一

委 員 久 世 彰 彦,高 世 幸 弘,五 味 二 郎

塩 沢 正 俊,山 本 恵 一,山 本 正 彦

山 本 和 男,中 島 敏 夫,篠 田 厚

日結研等からの参加委員　 福 原 徳 光,青 柳 昭 雄,大 里 敏 雄

木 野 智慧光,三 井 美 澄
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化学療法を 目標 とした学研肺結核病型分類

な らびに病状経過等の判定基準

<昭 和53年 改訂全文>

A.　 学 研 肺 結 核 病 型 分 類

肺結核 に対す る化学療法 の効果を左右す るもつ とも重

要 な要因 の一つは,病 巣の病理解剖学的性状であ るが,

この性状を胸部X線 所見か ら相当の程度 に推定 しうる こ

とは,剖 検 または切除肺標本 とX線 所見 との対比 か らも

肯定 され るところであ る。

以上 の見地か ら,文 部省科学研究費に よる総 合 研 究

「化学療法に よる結核治癒機 転 の研究」班(学 研結核班

と略称)は,肺 結核患 者に対 する化学療法 の効果判定,

予後推定 等に適する肺結核病型分類 の作成を企 て,種 々

検討 を重ねた結果,昭 和32年 上述 の 目的にそつた病型分

類 を作 成,発 表 した1)3)。

この分類作成 にあたつ ては,次 の諸事項を と くに考慮

した。

(1)　一般臨床家 も広 く用い うるよ うにな るべ く簡単 で,

かつ記憶 しやすい分類 であ ること。

(2)　判定者に よる個人差が少な く,し たがつて異 なる

判定者に よる成績の一致率が高い こと。

(3)　新分類の記号,名 称等は岡分類 のそれ と混 同をさ

け ること。

本病型分類は 「学研肺結核病型 分類」 と略称す る。

X線 写真に現 われ た肺 の結核病変 を滲 出型,浸 潤乾酪

型,線 維乾酪型,硬 化型,播 種型,お よび重症混合型 の

6つ の基 本病変に分類 する。性状 を異 にす る病変が混在

す る場合には,量 的に優越 する病変 に よつ て基本病変を

決定 す ることを原則 とす る。空洞 な らびに結核腫等 の特

殊病変 は,基 本病変 に併記す るものとす る。

以上 の主 旨お よび方針 に より作成 された学研肺結核病

型分類 は,昭 和38年 日本結核化学療法研究会(日 結研 と

略称)病 型委員会に より部分的な改訂が加え られた4)。

I.　 基 本 病 変 の分 類(表1参 照)

下記6型 に分類す る。

A　 滲出型

B　 浸潤乾酪型

C　 線維乾酪型

D　 硬化型

E　 播種型

F　 重症混合型

各型 の胸部X線 所見 の特 徴,病 理 解剖学的 変 化 の 推

定,化 学療法 の効果予想等は,表1に 示す とお りであ る。

また基本病変 の分類 また は記載 に関す る5項 目の申合せ

は,表1に 付記 した。

病巣 の拡 り(表3a参 照)

空洞 の有無,病 巣 の性質お よび位置に関 係な く,病 巣

の拡 りの合計に よつて,下 記の ごと く分類す る。

1:　 小。第II肋 骨前端上縁 を通 る水平線 以上 の一側肺

野 の面積を こえない範 囲

2:　 中。1と3の 中間

3:　大 。一測肺野面積以上

〔日結研に よる改訂 の要点〕

(1) F重 症混合型 のX線 所見

従来 の記載 は多少 明確を欠いたため,判 定者に よる個

人差 がか な り大 きい嫌いがあつた ので,表1に 記載の ご

と く改 めた。 これに よ り病変 の範囲,空 洞の大 きさを明

確 にす るとともに,日 本結核病学会分類のI広 汎空洞 型

のそれ とほぼ一致 させた。

(2) F型 の拡 りお よび空洞型併記

従来F重 症混合型の記載 にあたつては,病 巣の拡 りの

みな らず,空 洞型の併記 も必要がない とされていたが,

今回 「F型 の記載に も病巣の拡 りお よび空 洞型 は併記す

る」 と規定 した。(表1の 申合せ(4)参照)

た とえば,F3Kx2Ky3は,病 巣 の拡 りが一側肺を こ

え硬化輪状空洞の中等大空洞 お よび硬化 巣中の大空洞を

有す る重症混合型を示 してい る。

(3)　 基 本病変 間の移行型 の記載 こつ いての申合せ

本分類の基 本病変 決定 にさい し,{生状 を異にす る病変

が混在 す る場 合には,量 的 に優越 すろ病変 に よつ て基本

病変 を定 める ことを原則 と してい る。 しか し研究上 また

は臨床上 の必要か ら,2つ の基本病変間 つ移行型の記載

が望 まれ る場合があ るので,-各 人は必要に応 じ,そ れ

ぞれ定義 して,BB,BC,CB,CCな どつごと く,細 区

分 した病型を使用 して もよい。その さいには優越 した病

型を先に記す」 とい う申合せを付け如 えた。(表1の 申

合せ(3)参照)

(4)　 外 科的療 法を 目的 とした易合 の基 本病変 および

特殊病変の記載 についての申合 せ

外科的療 法を 目的 として この分類 を使用 す る 場 合 に

は,病 変を左右別 々に判定 して記蔵 し,ま た切除後 の気
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管支痩 の有無,遺 残腔 の有無な どを付 して もよい ことを

新 たに申 し合わせた。(表1の 申合せ(5)参照)

II.　特 殊 病 変 の分 類

(1)K空 洞(表2参 照)

断層写真 と普通写真 とを参照 し,空 洞の形,壁 の厚 さ,

お よび空洞周囲 の陰影を総合 して,次 の各型に分類 する。

非硬化壁空洞

Ka:　非硬化輪状空洞

Kb:　浸潤巣中 の空洞

Kc:　非硬化 多房空洞

Kd:　空洞化結核腫

硬化壁空洞

Kx:　硬化輪状空洞

Ky:　硬化巣中 の空洞

Kz:　硬化多房 空洞

空洞各型のX線 所見の特徴,病 理 解剖学 的変化 の推定,

化学療法の効果予想等は,表2に 示 す とお りである。 ま

た空洞型の分類お よび記載 に関す る3項 目の申合せ は,

表2に 付記 した。

空洞の大 きさ(表3b参 照)

空洞の大 きさは,空 洞壁を含 む最長 の外径 で判定す る。

外径 の測定 が不 能 な 空 洞,す なわ ち浸潤巣 中の空洞

Kbお よび硬 化巣中の空洞Kyは,内 径に よつて判定す

る。

(2)　 丁 結核腫

直径1cm以 上 の境界鮮 明な孤立性円形陰影。

結核腫 の大 きさ(表3c参 照)

1:　 小。径2cm未 満

2:　 中。1と3の 中間

3:　 大。径4cm以 上

(3)　 胸膜病変,肺 門 リンパ節腫脹,加 療変形

などを示す必要あ る場合には,次 の記号を用いる。

Pl胸 膜病変

Plv　 癒 着

Pls　 肥 厚

Ple　 蓄 水

Plem　 膿 胸

Plpem　 穿孔 性膿胸

H肺 門 リンパ節腫脹

加療変形

Pt　 気 胸

Pp　 気 腹

Th　 成 形

Re　 切 除

Ref　 切除後気管支痩

Rer　 切除後遺 残腔

Refr　 切 除後気管支痩 な らびに遺残 腔

Reem切 除後膿胸

Reh　 切 除後血胸

表1　 基 本 病 変
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〔申 合 せ〕

(1)　空洞 あるいは結 核腫のみが存 す るときは,基 本病変は0と 記す。

(2)　各病型間の区別 困難 な場 合は,A,B間 ではBに,B,C問 ではCに,C,D間 ではCに 入れ る。

(3)　各人は必要に応 じ,そ れぞれ定 義 して,BB,BC,CB,CCな どのごと く,細 区分 した病型を使用 して もよ

い。そ のさいには優越 した病型を先に記す。

(4)　F型 の記載に も病巣の拡 りお よび空洞型は併記する。

(5)　外科的療法を 目的 とした場合には,基 本病変な らびに特殊病変 を左右別 々に判定 し,こ れを記載 して もよい。

た とえぼrB1・lB2Kb1

表2　 空 洞

〔申 合 せ〕

(1)　各空洞型 間の区別 困難 な場合は,Ka,Kb間 ではKaに,Ka,Kd間 ではKaに 入れ る。

(2)　多房型は大 きさを記入 しない。

(3)　成形 後の虚脱部位 の遺残空洞 には,そ の記号 のあ とに(Th)と 付記 し,他 肺野の空洞 と区別 して もよい。

表3a　 病 巣 の 拡 り

空洞の有無,病 巣の性質お よび位置 に関係 な く,病 巣 の拡 りの合計に よつて,

下記 のごと く分類す る。
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表3b　 空 洞 の 大 き さ

空洞の大 きさは,空 洞壁 を含む最長 の外径 で 判 定 す

る。

外径 の測定が不能な空洞,す なわち浸潤巣 中 の 空 洞

Kbお よび硬化巣中 の空洞Kyは 内径に よつて判定 する。

表3c　 結 核 腫 の 大 き さ

直径1cm以 上 の境 界鮮 明な孤立性 円形陰影を結核腫

(T)と す る。

〔付記〕

胸膜病変,肺 門 リンパ節腫脹,加 療変形な どを示 す必要 ある場合 には,次 の記号 を用 いる。

Pl胸 膜病変(Plv癒 着,Pls肥 厚,Ple蓄 水,Plem膿 胸,Plpem穿 孔性膿胸)

H肺 門 ジンパ節腫脹

加療変形(Pt気 胸,Pp気 腹,Th成 形,Re切 除,Ref切 除後気管支瘻,Rer切 除後遺残腔,Refr切 除後

気管支瘻な らびに遺残腔,Reem切 除後膿 胸,Reh切 除後血胸)

〔日結研 に よる改訂 の要点〕

(1)　 空洞 の大 きさの判定方法

従来空洞 の大 きさは内径 で判定 していたが 「空洞壁を

含む最長 の外径 で判定す る」 と改めた。 したがつて,た

とえ内径が1.5cm未 満 であつ ても,外 径が2cm以 上

の輪状空洞 は,大 きさ2と 判定 され ることとな る。

なお外径 の測定 が不能 な空洞,す なわちKb浸 潤巣中

の空 洞お よびKy硬 化巣 中の空洞は,従 来 どお り内径に

よつて判定 され るのはやむをえ ない。

(2)　 胸膜病変 お よび加療変形 の項 目追加

胸膜病変 には,新 たにPlem膿 胸,Plpem穿 孔性膿

胸を,ま た加療変形 には,新 たにRef切 除後気管支瘻,

Rer切 除後遺残腔,Refr切 除後気管支?な らび に遺残

腔,Reem切 除後膿胸,Reh切 除後血胸等を追加 した。

これ は,外 科 的療法後 の合併症 の記載を考慮 したためで

あ る。

〔付〕学 研病 型分類 に よる記載 例

例1:B2Kb2浸 潤乾酪型 病巣 の拡 りは中,空 洞あ

り(浸 潤巣 中の中空洞)

例2:C2Ky1Th線 維乾酪型 病巣 の拡 りは中,空

洞あ り(硬化 巣中の小空洞),胸 郭成形術施行

例3:0T3大 なる結核腫 のみ

例4:外 科療法 を 目的 として この分類を使用す る場合

rB1,lB2Kb1右 側肺 に浸潤乾酪型 病巣 の拡 り

は小,左 側肺 に浸潤 乾酪型 病巣 の拡 りは中,

空洞あ り(浸 潤巣中の小 空洞)

B.　学 研 肺 結 核 病 状 経 過 判 定 基 準

学研結核班は,肺 結核病型 分類 の作成 に引き続 いて,

化学療法に よる各病状の経過 な らびに これを総合 した各

症例の総合経 過判定基準 を研究 し,種 々検討 の結果成案

を得て,昭 和33年 これを発表 した2)3)。

この基準の作成にあたつては,従 来わが 国でか な り広

く使用 されてい る厚 生省結核療法研究協議会 の判定基準

を参考に した。

なお この基準を,学 研肺結核 病状経過判定基準 と呼称

す る。

本基準は,病 型分類 とともに,化 学療 法の研究 お よび

臨床 に広 く利用 されて きたが,最 近 日結研病 型委員会 に

よ り,従 来 の基準 の改訂 と新基 準の設定 が行なわれ たの

で4)5),現 在 の病状経過判定基準は,各 病状経 過判定基

準,全X線 所見経 過判定基 準,総 合経過判定基準 の3者

よ り成つてい る。

I.　 肺 結 核 各 病 状 経 過 判 定 基 準(略 称:病 状判定

基準)(表4参 照)

各病状を示す指標 としては,喀 痰中結核菌 につ いては

A塗 抹所見,B培 養成績,ま た胸部X線 像 につ いてはC

基本病変,D空 洞,臨 床症 状についてはE体 温,F体 重,

G血 沈,H咳 漱,I喀 痰,J食 欲,を 挙げた。

次に経過を示す記号 としては,各 項 目とも1は 著 明改

善,2は 改善,3は 不変,4は 増悪を意味 する ように統

一 したが,さ らに細分を要す る場合には,こ れ にa,b

…を付記す ることに し,各 指標 ごとにその経過 の判定基
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準を定 めた。

そ の他統計的に取 り扱 う場合に備えて,0初 めか ら正

常 また は無症状,5不 検の2項 を加えた。

以上 の各指標 の経過 の記号お よび経 過判定基準の詳細

は,表4お よび これに付記 した申合せに示 されてい るが,

この うち と くに基本病変お よび空洞の経 過判定について

付言 しておきたい。

基本病変は,す べ て陰影 の全面積の増減に よ り経過 を

判定す る。 したがつ て増悪4の 判定基準は全陰影 が増 加

した場合 であ る。

これ とは別に,下 記 のごとき基本病変の変化を認めた

場合には,そ れぞれ の記号を用いて,基 本病変全体 とし

ての経過を示す記号 の後に,()内 に付記す ることと

す る。

4a陰 影増大　 4c透 亮化

4b新 陰影出現　 4d胸 膜炎併 発

た とえば,2a(4b)は,全 陰 影 の50～90%が 消 退

して中等度改善 と判定 され るが,治 療開始前 に は 認 め

られ なかつた新 しい陰影が出現 してい ることを表わ し,

4(4a+4c)は,全 陰影面積)は増大 して増悪 と判定 され

たが,そ の内容 は,治 療開始時 の陰影 の増大であ り,か

つ一部 に透亮化 のあることを示 してい る。

次 に空洞 の経過 の判定には,空 洞 の面積の変化お よび

空洞壁 の厚 さの変化を指標 とす る。

この場合空洞面積 とは,空 洞壁 を含めた全面積をいい

そ の変動 は長短径を参考 と して目測す る。 また空洞壁 の

厚 さの変化は,空 洞 の大 きさのそれに優先 して判定 す る

ことになつ てい る(表4お よび申合せ(3),(4)参 照)。 改

訂後 の空洞経過 の詳細 な判定基準は,表4に 示す とお り

である。

なお結核腫 の経過は,基 本病変の経過判定基 準に準 じ

て判定す る。(表4の 申合ぜ(2)参照)

表4　 肺結核各病状経過判定基準(略 称:病 状判定基準)
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〔申 合 せ〕

(1)　基本病変は,す べて陰影 の全面積 の増減に よ り経過 を判定す る。 したがつ て増悪4の 判定基準は,全 陰影 が

増加 した場合であ る。

また下記の ごとき基本病変の変化を認めた場 合には,そ れ ぞれ の()内 に付記す ることとす る。

4a陰 影増大4b新 陰影 出現4c透 亮化(陰 影 の拡大を伴 う場合)4d胸 膜炎併発

なお,増 悪は治療前のX線 所見に対 す る判 定であるが,必 要 に応 じ直前 のX線 所見 と比較 しての 変化を注記

す る。例えば治療前のX線 所見に対 しては中等度 の改善 を示 しているが,直 前 の所見に比べて一部陰影 の増

大あ るいは新陰影 の出現を認めた場合は,そ れぞれ2a(4a)あ るいは2a(4b)な どとす る。

(2)　結核腫が基本病変に併存すれば,基 本病変に含めて経過 を判定 する。 とくに結核腫 のみ の経過を追及す る必

要 のあ る場合,ま たは結核腫が単独に存在 す る場 合には,基 本病変 の経過判定基準に準 じてそ の経過を判定

す る。
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(3)　空洞面積 とは,空 洞壁を含めた全面積 をいい,そ の変動 は長短径 を参考 と して目測す る。

(4)　空洞壁 の厚 さの変化は,空 洞 の大 きさのそれに優先 して判定 する。

〔日結研 に よる改訂 の要点〕

(1)　 基本病変 の経過判定基準

すべ て陰影 の全面積 の増減に よ り経過を判定す ること

に統 一された。 したがつ て4増 悪の判定基準は,「 全陰

影が増加 した場合」 と改め られた。 また前述 した よ うに,

4a～4dの ごと く,基 本病変 の経過に付記すべ き事項 も

新 たに設定 され た。

(2)　 空洞 の経過判定

空洞 の経過は,従 来主 と して空洞径の変動を指標 とし

て判定 したが,今 回は これを空洞面積に よることに改め,

そ の空洞面積 の測 り方,空 洞面積の変化 と空洞壁の性状

の推移 との評価順位につい ても,新 たに申合せを行なつ

た ことは,す でに述べた とお りであ る。

さ らに空洞 の経過判定基準 も,2,3の 項 目について字

句を訂正 した ほか,空 洞壁 の性状の推移に よる経過判定

に関 して項 目を増加 し,よ り詳細な判定 をな し うるよう

改訂 した。

II.　肺 結 核 全X線 所 見経 過 判 定 基 準 削 除

III.　肺 結 核 総 合 経 過 判 定 基 準 削 除

C.　学研治療 目的達成度基準 当面棚上げ
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